
​強度行動障害支援者養成研修　学則​
​スマートキッズ株式会社​

​①開講目的​
​　強度行動障害のある障害者（児）に対し、正しい理解に基づく適切な支援を提供できる支援者​
​　の育成を目指します。​

​②研修事業の名称及び課程​
​　強度行動障害支援者養成研修　基礎研修​
​　強度行動障害支援者養成研修　実践研修​

​③実施場所​
​　動画によるオンデマンド視聴、Zoomによるオンライン実施​

​④募集定員​
​　各回 90名​

​⑤研修期間​
​　基礎研修　原則として１月以内に修了することとする。​
​　実践研修　原則として２月以内に修了することとする。​

​⑥開講時期​
​　令和8年4月～令和8年5月​

​⑦研修カリキュラム​
​　研修を修了するために履修するべきカリキュラムは下記のとおりとします。​

​　基礎研修​
​　区分​ ​　科目（時間数）​
​　講義​ ​　１ 強度行動障害がある者の基本的理解（1.5）​

​　２ 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識（5）​
​　演習​ ​　３ 基本的な情報収集と記録等の共有（1）​

​　４ 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解（3）​
​　５ 行動障害の背景にある特性の理解（1.5）​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間数合計​ ​12時間​
​　実践研修　​
​　区分　科目（時間数）​
​　講義​ ​　１ 強度行動障害のある者へのチーム支援（3）​

​　２ 強度行動障害と生活の組立て（0.5）​
​　演習​ ​　３ 障害特性の理解とアセスメント（3）​

​　４ 環境調整による強度行動障害の支援（3）​
​　５ 記録に基づく支援の評価（1.5）​
​　６ 危機対応と虐待防止（1）​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間数合計​ ​12時間​

​⑧講師氏名​
​鷹巣愛、武藤亜純、村上浩将、山田太一​



​⑨受講資格​
​１．資格要件​
​　基礎研修​

​資格要件なし。障害福祉サービス事業所にて知的障害・精神障害のある者（児）を支援する業務に​
​従事している者、もしくは今後従事する予定のある者、または障害福祉サービス事業所等の連携医​
​療機関等において治療に当たる医療従事者、または医療機関等において治療に当たる医療従事者又​
​は障害福祉サービス事業所等と連携し強度行動障害のある児童生徒の支援に当たる特別支援学校の​
​教師等とする。​

​　実践研修​
​基礎研修修了者であり、障害福祉サービス事業所にて知的障害・精神障害のある者（児）を支援す​
​る業務に従事している者、もしくは今後従事する予定のある者、または障害福祉サービス事業所等​
​の連携医療機関等において治療に当たる医療従事者、または医療機関等において治療に当たる医療​
​従事者又は障害福祉サービス事業所等と連携し強度行動障害のある児童生徒の支援に当たる特別支​
​援学校の教師等とする。​

​２．参加要件​
​　・指定期間内に動画視聴、指定日にZoomオンライン受講を全てできる方​

​⑩募集方法​
​　当社HPにて募集要項、開催日程を提示します。​

​⑪募集手続​
​１．受講希望者は、当社指定のWEB申込フォームより申し込みをします。​
​　　ただし、定員に達した時点で申込受付は終了とします。​
​２．当社が受講者の決定を行い、受講者宛に受講決定通知を送ります。​
​３．受講決定通知を受け取った受講者は、指定の期日までに受講料の納付を行います。​
​４．当社は受講料の納付を確認後、受講の５日前を目安に教材を発送します。​
​５．受講に関する案内を受講の2日前までに当社よりメールにてお知らせします。​

​※実践研修の事前動画の配信は、基礎研修のオンライン受講修了後に行います。基礎研修と実践研​
​修を同時にお申込みいただいている場合、実践研修事前動画視聴期間であっても基礎研修を修了す​
​るまでは実践研修の事前動画を見ることはできませんのでご確認ください。​

​⑫受講料​
​　基礎研修　：21,500円 (テキスト代込・税込)​
​　実践研修　：21,500円 (テキスト代込・税込)​
​　　※基礎・実践セットでお申し込みの方は39,480 円(テキスト代込・税込)となります。​

​受講決定通知に記載された期限までに納付するものとします。​
​支払方法等詳細については受講決定通知の案内をご確認ください。​
​なお、受講料の納付後にやむを得ず受講できなくなった場合、受講日の振替を承ります。振替連絡​
​につきましては当社が指定するフォームより動画視聴期間開始日の前日までにご連絡ください。締​
​切後のご連絡は受け付けできません。​
​また受講者の変更、受講料の返還はいたしません。​

​⑬研修修了の認定方法​
​全科目を受講した者に対し修了証書を交付します。​

​　 動画の未視聴、理解度チェックの未完了があった場合は修了を認められません。​
​　 オンライン受講は着席状況や受講態度については、会場での研修と同様に判断いたします。​
​　 受講者は会場受講と同様の受講環境を整え、カメラをオンにした上で常時着席しご受講ください。​

​受講申込の内容等に虚偽の記載があった場合は、受講を取り消す場合があります。また、研修修了​
​後に不正を確認した場合は、修了証書を無効とします。​

​　​
​⑭出欠の取り扱い​
​　動画視聴は理解度チェックの完了をもって出席を判断いたします。​
​　オンライン受講は研修中のZoom画面により受講者の受講状況の確認を行います。欠席・遅刻・途　​
​　中退出のほか、累計30分以上の離席があった場合には修了が認められません。​



​　また、研修進行の妨げになる⾏動や研修に参加する意欲がないと感じられる態度（居眠り・車両　​
​　運転または同乗・携帯電話の私的使⽤・演習時の終始無⾔等）は当社より退出の指⽰をする場合　​
​　があります。修了証書の発⾏、受講料の返⾦、受講日の振替は致しかねますのでご注意ください。​

​⑮オンライン受講の接続不良による補講の取り扱い​
​当社の責に帰すべき事由以外でZoomの接続不良による30分以上の遅刻・途中離席があった場合は⼀​
​部⽋席とみなし、補講の受講により該当科⽬を修了と認めます。原則として補講は科⽬ごと、開講​
​⽇から6か⽉以内に同自治体が実施する講座を受講することとします。​

​⑯修了証書の再発行について​
​修了証書の紛失・受講者の申込フォーム誤入力（氏名漢字表記や生年月日の間違い）による内容修​
​正の場合は有料にて再発行を承ります。​
​当社HP掲載の手順に基づき、手数料を納付し再発行依頼書を提出してください。​

​⑰個人情報の取扱いについて​
​受講者の個人情報については適正に管理をおこない、研修業務の管理及び修了者名簿の登載業務以​
​外の目的で使用することはありません。​

​⑱担当・問い合わせ先​
​　スマートキッズ株式会社　強度行動障害支援者養成研修 担当​
​　東京都千代田区神田小川町三丁目2番1号　​
​　電話：03-6458-5476​

​FAX：03-6458-5506​


